
国立大学法人北海道大学（法人番号6430005004014）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

法人の長

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。当該法人の役員報酬は、法人化移行前の国家公
務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、役員報酬水準を検討するにあたって、
国家公務員の改定状況及び他の国立大学法人の役員報酬の改定状況や以下の報酬等を参考とした。

(1)人数規模が同規模である民間企業の役員報酬･･･5,505万円
(2)事務次官年間報酬額･･･2,337万円

総長及び監事の報酬支給基準は、本給等の月額及び賞与（期末手当）

で構成している。支給基準等については北海道大学役員給与規程に則っ

ており、本給等の月額は、本給（1,175,000円）に地域手当及び要件を満

たす場合に支給する広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手

当（11月～3月に支給）を加算して算出している。賞与（期末手当）につ

いては、期末手当基準額（本給並びに本給に対する地域手当及び広域異

動手当＋役職段階別加算額（本給並びに本給に対する地域手当及び広域

異動手当×100分の20）＋管理職加算額（本給×100分の25））に100分の

170を乗じ、さらに基準日以前6箇月におけるその者の在職期間に応じた

割合を乗じて得た額としている。
なお、令和元年度では、期末手当の支給月数について6月期及び12月期

を同率とすること、期末手当の支給月数の引上げ（年間0.05月分）を実
施した。

役員の期末手当を増額又は減額する場合は、経営協議会の議を経るものとしている。
役員のうち、理事の勤勉手当については、役員としての業績を総合的に勘案し、総長が決定す

ることとしている。
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

・該当者なし

監事（非常勤）の報酬支給基準は、北海道大学役員給与規程に則り、
非常勤役員手当（月額218,000円）としている。

令和元年度における改定内容
改定なし

理事の報酬支給基準は、本給等の月額及び賞与（期末手当及び勤勉手
当）で構成している。支給基準等については北海道大学役員給与規程に
則っており、本給等の月額は、本給（895,000円～818,000円）に地域手当及び
要件を満たす場合に支給する広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒
冷地手当（11月～3月に支給）を加算して算出している。賞与については、
期末手当は期末手当基準額（本給並びに本給に対する地域手当及び広域
異動手当＋役職段階別加算額（本給並びに本給に対する地域手当及び広
域異動手当×100分の20）＋管理職加算額（本給×100分の25））に100分
の70を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期
間に応じた割合を乗じて得た額とし、勤勉手当は、勤勉手当基準額（本
給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額））勤
勉手当の取扱い基準に従って定める割合を乗じ、さらに基準日以前6箇月
におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和元年度では、期末手当の支給月数について6月期及び12月期

を同率とすること、給与法指定職の勤勉手当の支給月数の改定に準拠し

た勤勉手当の支給月数の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。

総長及び監事の報酬支給基準は、本給等の月額及び賞与（期末手当）

で構成している。支給基準等については北海道大学役員給与規程に則っ

ており、本給等の月額は、本給（706,000円）に地域手当及び要件を満た

す場合に支給する広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当

（11月～3月に支給）を加算して算出している。賞与（期末手当）につい

ては、期末手当基準額（本給並びに本給に対する地域手当及び広域異動

手当＋役職段階別加算額（本給並びに本給に対する地域手当及び広域異

動手当×100分の20）＋管理職加算額（本給×100分の25））に100分の

170を乗じ、さらに基準日以前6箇月におけるその者の在職期間に応じた

割合を乗じて得た額としている。

令和元年度における改定内容

法人の長の改定内容と同じ
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２　役員の報酬等の支給状況

令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

423 （地域手当）

116 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

322 （地域手当）

189 （通勤手当）

65 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

322 （地域手当）

123 （通勤手当）

116 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

322 （地域手当）

1,056 （単身赴任手当）

65 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

322 （地域手当）

912 （単身赴任手当）

65 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,148 （地域手当）

912 （単身赴任手当）

65 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

254 （地域手当）

65 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,616 2,616 0 0

注1：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

注2：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。

注3：前職欄の「◇」は、役員出向者であることを示す。

A監事

B監事
（非常勤）

12,358 8,472 3,566

E理事 ◇18,856 10,740 4,991

D理事 16,428 10,740 4,388

C理事 16,572 10,740 4,388

B理事 15,891 10,740 4,588

A理事 15,905 10,740 4,588

法人の長 20,576 14,100 5,936

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

２０歳 ５６歳２８２４歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)(千円)

北海道大学は、「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人

教育」、「実学の重視」という４つの基本理念を建学の精神として掲

げ、これら基本理念の今日的具体化を志向し、教育研究を通じて、人

類の福祉、科学、文化及び産業の発展に寄与することを社会的使命と

している。さらには、2026年に創基150年の重要な節目を迎えるに当た

り、本学は、社会において大学が果たすべき役割の重要性を深く認識

し、世界の課題解決に貢献する北海道大学へ向けて、建学以来の基本

理念を踏まえ、大学改革を大胆かつ着実に進めるために「北海道大学

近未来戦略150」を定め、総長のリーダーシップの下で推進している。
そうした中で、北海道大学の総長は、職員数約4,000名の法人の代表

として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督
して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

総長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
5,505万円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給
与額2,337万円と比べてもそれ以下となっている。

北海道大学では、総長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定

職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、総長の職務内容の特

性は上記のとおり法人化移行前と同等以上である。
また、他の旧帝国大学の総長の報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬

水準は妥当であると考えられる。

北海道大学の理事は、総長を補佐して本学の業務を掌理しており、
本学の運営に係る重要事項について企画及び立案等を行う職務を担っ
ている。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
5,505万円と比較した場合、それ以下となっている。

北海道大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定
職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特
性は法人化移行前と同等以上である。

また、他の旧帝国大学の理事の報酬水準と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬

水準は妥当であると考えられる。

該当者なし
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【文部科学大臣の検証結果】

　監事（非常勤）

　監事

北海道大学の監事は、大学が適正な運営を行うため、業務を監査し、
監査の結果に基づき、必要があると認められるときは総長又は文部科
学大臣に意見を提出する職務を担っている。

監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
5,505万円と比較した場合、それ以下となっている。

また、他の旧帝国大学の監事の報酬水準と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や民間企業等との比較を踏まえると、報酬

水準は妥当であると考えられる。

監事（非常勤）の年間報酬額は、常勤役員の本給を基に勤務形態を
勘案して決定しており、職責は常勤監事と同等であることから、報酬
水準は妥当であると考えられる。

学長の報酬水準のうち期末手当については、職務を遂行できていな
い状況について、本来、経営協議会において、減額の是非を検討すべ
きであったと考えられるが、その検討を経ずに全額支給されていると
認められるので、妥当であるとは言えないと考える。今後、業績給の
検討やその反映方法について適切に対応すべきと考える。

学長の報酬水準のうち期末手当を除く部分及び他の役員の報酬水準
については、職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規
模の国立大学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、妥当であ
ると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし 0

千円 年 月

該当者なし 0

千円 年 月

該当者なし 0

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事 該当者なし

判断理由

法人の長 該当者なし

理事 該当者なし

法人での在職期間

理事

監事

法人の長

理事の勤勉手当（賞与）において、その者の勤務成績に応じて決定することと
しており、今後も継続する。

該当者なし

ると考える。
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

・当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、法人化前に適用していた国家公務員
の給与水準を参考とするとともに、当該法人は、国から運営費交付金が措置されている
ことから、国民の理解が得られるよう、国家公務員の給与水準と民間企業の従業員の給
与水準を均衡させ適正な給与を確保する機能を有する人事院勧告を重要な判断材料とし、
適正な給与水準とするように対応している。
・運営費交付金の削減の影響等を勘案しつつ、教育・研究ニーズに沿った人員配置を行
うとともに、事務の効率化・合理化により人件費総額の削減に努めている。

○年俸制教員以外
・昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定に当たっては、勤務の実態に則した職
員の勤務成績を考慮している。

昇給：5段階の昇給区分（号俸数）により、昇給日（1月1日）前1年間の勤務成績
に応じて昇給することができる。

昇格： 教員 … 昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた
上位の級に昇格させることができる。

教員以外 … 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務
に応じ、かつ、総合的な能力の評価により１級上位の級に
昇格させることができる。

勤勉手当(査定分)… 基準日（6月1日・12月1日）以前６箇月以内の期間におけ
る勤務成績に応じて決定される支給割合(成績率)に基づき
支給することができる。

○年俸制教員
・平成27年1月より導入した正規教員の年俸制に係る業績給について、教育・研究

活動等の業績評価を反映させるほか、教員個人が獲得した競争的資金の一定割
合を業績給に反映するなどのインセンティブを付与することとしている。

・世界水準の優れた研究業績を有し、今後更なる研究の進展が見込まれるとともに、本学の
名誉を著しく高めることが期待できる者に対し、「ディスティングイッシュトプロフェ
ッサー」の称号を付与するとともに、「特別教授手当」を支給している。

○共通
・顕著な業績を上げた教職員を顕彰することにより、教職員の意欲の向上を図り、

本学の活性化と更なる発展に資することを目的とする顕彰制度により、受賞者
には表彰するとともに報奨金を支給している。（年度内１回の実施）
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　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

北海道大学職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（基本給の調整額、管理職手当、
初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地
勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメン
ト手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、寒冷地手当、入試手当及びその他勤務実績に
応じて支給する各種手当）としている。
期末手当については、期末手当基準額（基本給，基本給の調整額，扶養手当の月額並

びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額＋役職段階別加算額＋管
理職加算額（指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本
給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額＋役職段階別加算
額＋管理職加算額））に100分の130(特定管理職員にあっては100分の110、指定職基本
給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の70)を乗じ、さらに基準
日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額として
いる。
勤勉手当については、勤勉手当基礎額（基本給，基本給の調整額並びにこれらに対す

る地域手当及び広域異動手当の月額の合計額＋役職段階別加算額＋管理職加算額を加算
した額（指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本給月
額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額＋役職段階別加算額＋
管理職加算額））に勤勉手当の取扱い基準に従って定める割合を乗じて得た額としてい
る。
なお、令和元年度では、①指定職基本給表を除く各基本給表の初任給及び若年層の基

本給月額について、平成31年4月1日より平均0.1％引き上げ、②基本給の調整額にかか
る調整基本額の一部を平成31年4月1日より増額改定、③勤勉手当の支給率について0.05
月分の引上げ、④期末手当の基礎額に乗じる率について6月期及び12月期を同率とする
こと、⑤創成研究機構化学反応創成研究拠点において、世界トップレベル研究拠点プロ
グラム（WPI)の事業を推進する者に対して、業務の特殊性、国際性等を鑑み、特別拠点
手当を支給することを実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

2,646 45.0 6,981 5,056 81 1,925
人 歳 千円 千円 千円 千円

958 41.5 5,655 4,160 91 1,495
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,100 49.8 8,827 6,329 72 2,498
人 歳 千円 千円 千円 千円

388 40.7 5,582 4,052 77 1,530
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 45.5 6,885 4,998 0 1,887
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 40.3 5,620 4,124 0 1,496
人 歳 千円 千円 千円 千円

131 42.9 5,831 4,254 106 1,577
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 51.5 5,369 3,878 72 1,491
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 48.3 6,831 4,986 110 1,845
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 44.8 5,291 3,875 100 1,416
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 45.2 5,594 4,111 100 1,483
注1：在外職員及び任期付職員については、該当者がいないため、表の記載を省略した。

注2：「技能・労務職種」とは、調理師、看護助手、森林技能職員等の特定の技能業務、労務

　　 作業の業務を行う職種を示す。

注3：「海事職種」とは、船舶の船長、機関長、航海士、機関士等の業務を行う職種を示す。

注4：「海技職種」とは、船舶の乗組員の業務を行う職種を示す。

注5：「専門職（学術）」とは、学術に係る専門的業務を行う職種を示す。

注6：「専門職（特定）」とは、特定の専門的業務を行う職種を示す。

注7：「ＵＲＡ職」とは、研究戦略企画及び研究推進支援業務を行う職種を示す。

ＵＲＡ職

注8：「技能・労務職種」については、該当者が１人のため、「その他医療職種（医療技術職
　　 員）」については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　 あることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

専門職（特定）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

海事職種

海技職種

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

専門職（学術）

区分 人員 平均年齢

令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与
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うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

28 63.0 3,320 2,925 135 395
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 63.0 3,320 2,925 135 395
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

529 35.9 4,078 3,022 89 1,056
人 歳 千円 千円 千円 千円

164 42.5 3,213 2,399 126 814
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 48.2 8,198 5,969 54 2,229
人 歳 千円 千円 千円 千円

196 28.6 4,372 3,233 59 1,139
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 50.5 3,933 2,912 92 1,021
人 歳 千円 千円 千円 千円

108 31.4 4,184 3,117 88 1,067
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 48.6 4,948 3,486 118 1,462

注：「海技職種」及び「専門職（学術）」については、該当者が２人、「その他医療職種（看
　　護師）」及びについては、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
　　れのあることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外している。

その他医療職種
（医療技術職員）

福祉系職種
(保育園職員)

注：「その他医療職種（医療技術職員）」については、該当者が１人のため、当該個人
　　に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、非常勤職
　　員全体の数値からも除外している。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

区分 人員 平均年齢

令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

再任用職員

事務・技術

海技職種

その他医療職種
（看護師）

専門職（学術）

区分 人員 平均年齢

令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与
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うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

627 48.2 9,415 9,398 68 17
人 歳 千円 千円 千円 千円

627 48.2 9,415 9,398 68 17

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 64.5 7,004 7,004 62 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 64.5 7,004 7,004 62 0

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

356 43.7 6,315 6,297 77 18
人 歳 千円 千円 千円 千円

277 43.7 6,648 6,625 66 23
人 歳 千円 千円 千円 千円

79 43.9 5,147 5,147 114 0
注 ：「特定職種（特定専門職員）」とは、高度の専門性を有する業務等を行う職種を示す。

非常勤職員

令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

  〔年俸制適用者〕

区分 人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内

教育職種
（大学教員）

特定職種
（特定専門職員）

再任用職員

教育職種
（大学教員）

区分 人員 平均年齢

令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

区分 人員 平均年齢

11



注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

②　年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
　　 〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注２：事務・技術職員の年齢20歳～23歳の該当者は２人であるため、当該個人に関する
　　情報が特定されるおそれのあることから，年間給与については表示していない。
注３：教育職員（大学教員）の年齢28～31歳の該当者は４人であるため、当該個人に関
　　する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の第１・第３分位につい
　　ては表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長・次長 10 58.2 9,454 12,725 ～ 8,095

課長 44 54.6 8,214 11,305 ～ 6,936

課長補佐・専門員 75 51.7 6,839 8,213 ～ 5,674

係長 405 45.2 5,988 7,904 ～ 3,940

主任 152 40.4 5,290 6,627 ～ 4,050

係員 272 31.0 4,162 6,230 ～ 3,235

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 365 54.2 10,274 13,826 ～ 7,812

准教授 422 47.7 8,504 10,516 ～ 6,145

講師 100 48.4 8,144 9,331 ～ 6,786

助教 205 46.6 6,956 7,983 ～ 5,678

助手 7 55.9 6,589 6,927 ～ 6,389

教務職員 1

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 6 56.3 7,766 8,072 ～ 7,509

看護師長 33 50.8 6,590 7,248 ～ 5,709

副看護師長 80 44.2 5,902 7,168 ～ 4,602

看護師 268 38.0 5,189 6,947 ～ 3,815

注1：「看護師」には、「助産師」を含む。

千円

　代表的職位

注2：「看護部長」の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
   ことから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

千円

　代表的職位

注：「教務職員」の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
   ことから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

千円

　代表的職位

注：「課長」には相当職である「室長」及び「事務長」を、「課長補佐・専門員」には
　 相当職である「室長補佐」及び「事務長補佐」を含む。

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

２人 ５人

９人
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④

（事務・技術職員）

最高～最低 51.9 ～ 39.1 56.8 ～ 40.4 53.7 ～ 39.8

最高～最低 47.3 ～ 37.5 50.9 ～ 38.5 47.8 ～ 38.5

(教育職員（大学職員））

最高～最低 53.4 ～ 38.9 54.6 ～ 40.4 52.2 ～ 39.7

最高～最低 55.7 ～ 37.1 65.4 ～ 38.7 56.1 ～ 38.0

(医療職員（病院看護師））

最高～最低 55.9 ～ 40.8 56.8 ～ 42.1 56.3 ～ 41.4

最高～最低 47.3 ～ 38.9 57.9 ～ 38.9 53.2 ～ 39.6
％ ％ ％

54.8

％ ％

41.7 43.4 42.6
％ ％ ％

％ ％

44.0 45.7 44.9
％ ％ ％

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

区分 夏季（6月）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

54.7 54.9

52.0 52.1
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

47.7 48.0 47.9

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

45.3 45.1 45.2

％

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

52.3

％ ％

一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

58.3 56.6 57.4
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

56.0 54.3 55.1
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％

区分 夏季（6月） 冬季（12月） 計

57.7
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

41.7 42.8 42.3
一般
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

58.3 57.2

％ ％ ％

冬季（12月） 計

管理
職員

一律支給分（期末相当）
％ ％ ％

57.5 55.1 56.3
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

42.5 44.9 43.7
％ ％ ％
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員
項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　講ずる措置

○医療職員（病院看護師）
項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　講ずる措置

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　９３．１

　国の医療職俸給表(三)適用者に対し本学病院看護師は最終学歴が大学卒業以上の
者の割合が高いこと（国：5.7％、本学：54.9％）、また国には１級適用者(准看護
師)がいること（国：5.3%、本学：なし）が主な要因と考えられる。
 （国の数字は、人事院給与局「平成31年国家公務員給与等実態調査」による。）

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
  職員の給与について、国家公務員の給与水準と民間企業の従業員の給与水準を均
衡させ適正な給与を確保する機能を有する人事院勧告を重要な判断材料とし、適正
な給与水準とするように対応しており、上記の理由を勘案し、適切であると考えて
いる。

　国からの財政支出：
 　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　45.5％
 　（令和元年度予算）
    国からの財政支出額 45,055百万円
    支出予算の総額　   99,119百万円

　累積欠損額：０円（平成30年度決算）
（主務大臣の検証結果）
法人の看護職員の職員構成と国の職員構成が異なっていること、法人の給与制度は国家
公務員の制度とおおむね同様であることから、給与水準はおおむね適正であると考える。
引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準とするよう努める。

内容

　対国家公務員
　指数の状況

・年齢勘案 １０２．５

・年齢・地域勘案 １０２．４

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
  職員の給与について、国家公務員の給与水準と民間企業の従業員の給与水準を均
衡させ適正な給与を確保する機能を有する人事院勧告を重要な判断材料とし、適正
な給与水準とするように対応しており、上記の理由を勘案し、適切であると考えて
いる。

　国からの財政支出：
 　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　45.4％
 　（令和元年度予算）
    国からの財政支出額 45,055百万円
    支出予算の総額　   99,119百万円

　累積欠損額：０円（平成30年度決算）

（主務大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準は適正
であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

１０１．８

・（参考）対他法人 １０１．５

・年齢・学歴勘案 １０１．３

・年齢・地域・学歴勘案

職員の給与水準については、引き続き適正な給与水準とするよう努める。

　 注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和元年度の
　　 　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

内容

　対国家公務員
　指数の状況

・年齢勘案 ８５．６

・年齢・地域勘案 ９３．７

・年齢・学歴勘案 ８４．８

・年齢・地域・学歴勘案 ９３．３

・（参考）対他法人 ９８．１
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　　　　　　　　月額５５７，７００円　　年間給与９，６００，５００円

　　　　　※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者６，５００円、子1人につき１０，０００円）を支給

　　　　　　　　月額２９１，４００円　　年間給与４，９３４，３００円

　　　　　②３５歳（助教）

　　　　　　　　月額３６１，８００円　　年間給与６，０６６，８００円

　　　　　③５０歳（教授）

　　　○教育職員（大学教員）

　　　　　①２７歳（助教（博士修了初任給））

　　　　　②３５歳（主任）

　　　　　　　　月額２８１，９００円　　年間給与４，７４７，３００円

　　　　　③５０歳（課長補佐）

　　　　　　　　月額３７８，０００円　　年間給与６，４１４，２００円

　　　　　※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者６，５００円、子1人につき１０，０００円）を支給

　　　　　　　　月額１８２，２００円　　年間給与３，０３０，８００円

　　　○事務・技術職員

　　　　（扶養親族がいない場合）

　　　　　①２２歳（係員（大卒初任給））

・昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定に当たっては、勤務の実態に則した

職員の勤務成績を考慮しており、今後も継続する。

・顕著な業績を上げた教職員を顕彰することにより、教職員の意欲の向上を図ること

を目的とする顕彰制度による報奨金の支給についても、今後も継続する。

・また、平成27年1月より導入した正規教員の年俸制に係る業績給について、教育・

研究活動等の業績評価を反映させるほか、教員個人が獲得した競争的資金の一定

割合を業績給に反映するなどのインセンティブを付与することとしている。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

　給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度比と増減要因について

　１　給与、報酬等支給総額の対前年度比が△0.7％となった要因

　２　最広義人件費の対前年度比が＋1.7％となった要因

Ⅳ その他

注1：「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る
 　　費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「18 役員及び教職員の給与の
　　 明細」における非常勤の合計額と一致しない。
注2：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当額を計上している。

・各基本給表の初任給及び若年層のベースアップ（平均0.1％）、勤勉手当の支給月数を0.05月引上げを行った
が、一方で教員人件費の削減方策の実施により教員数が減少していることにより、全体として対前年度比△
0.7％となったものと考えられる。

・定年退職者の増加により退職手当の支給総額が24.5％増加したこと、また、上記１要因と非常勤役職員等給与
の増加、それに伴い福利厚生費が増加したことにより、全体として対前年度比＋1.7％となったたものと考えら
れる。

　３　国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等に基づく措置について

　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役員は平成30年1月
　　1日から、職員は平成30年3月7日から以下の措置を講ずることとした。
　　　役職員の退職手当について、引き下げを実施した。
　　　役員に関する講じた措置の概要：退職手当の額に乗じる調整率を「100分の10.875」から「100分の10.4625」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に引き下げ。
　　　職員に関する講じた措置の概要：退職手当の額に乗じる調整率を「100分の87」から「100分の83.7」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き下げ。
　　　なお、職員については、労働者の過半数を代表する者への説明及び意見聴取を経て退職手当規程の改正
　　　を行ったことから、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30年1月1日）と異なる取扱い
　　　とした。

最広義人件費
52,043,103 49,842,328 50,748,728 51,599,012

福利厚生費
6,096,836 6,088,230 6,176,872 6,269,740

非常勤役職員等給与
13,245,760 12,587,916 12,676,209 13,191,664

退職手当支給額
2,538,443 1,225,385 1,789,841 2,228,101

29,909,505

区　　分

給与、報酬等支給総額
30,162,062 29,940,796 30,105,805

特になし
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